
介護サービス給付適正化会議の流れ 

 

 

 

申込受付（高齢福祉推進課） 

TEL ２４－０８２８ 

 

開催日時の決定 

 

 

書類提出 

 

 

出席者へ書類配布 

 

 

介護サービス給付適正化会議の開催 

 

出席者：申込者、担当地域包括支援センター職員、高齢福祉推進課職員、 

内 容：支援が必要な理由や利用者の状態等を確認 

 

算定可否の決定 
地域ケア会議 

 

 

結果通知 ケアマネ支援 

 

 

算定可の場合 

サービス開始 

 

 

定期的な評価・見直し 

 

※状況の変化等があれば 

高齢福祉推進課に連絡 

必要があれば再検討 

 

 

認定更新後もサービス継続の 

必要があれば再検討 

 

 

 

※状況の変化等・・・サービスの終了、サービス内容の変更、担当者の交代等のとき 


